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P６ 「II.東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み」の「3 1.総論」



●「現場主義を徹底する」というなら、全国各地での公聴会を開くべきだ。
とりわけ、福島で「復興」しているのか、直接、「今なお避難生活を強いられている被

災者」の意見を聞くべきだ。「現場主義」の実績づくりのため公聴会を開催すべきだ。
今後のために、エネルギー政策の決定プロセスで利害関係者（関心ある公衆のすべて）

と協議することを法制化すべきだ。

●「再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入」することには賛成だ。この概念で、
エネルギー基本計画を徹頭徹尾、貫ぬくべきだ。

しかし、「I.はじめに」（P４）で先に「脱炭素電源」として「再生可能エネルギー」と
「原子力」を並列して、「脱炭素電源の拡大を図り、最大限活用していくことが必要不
可」としており、「再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入」することとは矛盾
している。

●「再生可能エネルギーを主力電源」とするのは何故か、どう実現できるか、国民に問い
かけ、何が再エネの主力電源化を阻害しているのかを、倫理、経済、持続可能性の観点か
ら明らかにし、阻害要因を取り除くことを計画に書き加えるべきだ。

P６ 「II.東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み」の「3 1.総論」



●「再エネ主力電源として最大限導入」と言いながら、「発電コスト検証ワーキンググルー
プ」（2024年12月16日経産省）で、再エネを抑止した方がお得だという計算結果を披露
（https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf P6）

薄い文字（右）でAケース（再エネ容量４割）なら太陽光が最も安いが、Cケース（再エネ容量
６割）なら、太陽光が突出して、火力、原子力よりも高い。

P６ 「II.東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み」の「3 1.総論」

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf


●P6で「再エネ主力電源として最大限導入」と言いながら、P4で先んじて「再生可能エネル
ギー」と「原子力」を混在させ、 「脱炭素電源」を「最大限活用していく」という表記は削除
すべきだ。石炭火力の温存とも矛盾する。海外事情を書くならオーストラリアの事例（2030年
までに再生可能エネルギー比率82%）も書くべきだ。

P６ 「II.東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み」の「3 1.総論」 ／ P４ 「I.はじめに」



P33、P34(3)原子力発電」「 1総論」



●「安全神話に二度と陥らない」と言いながら、コスト検証で安全神話にはまっている。

●原発は「他電源と遜色ないコスト水準」か？

●「原発安い」ありきでコスト計算をしていないか？

●原発は「天候に左右されず一定出力で安定的に発電可能な脱炭素電源」か？
定期検査があるだけでなく、地震のたびに停止、点検し、点検漏れもあるから「安定的

な発電」はできない。

●「電力需要」は「増加が見込まれる」のか？

●「需要のニーズに、原子力という電源の持つ特性は合致する」のか？

P33、P34(3)原子力発電」「 1総論」



P33、P34(3)原子力発電」「 1総論」

●「安全神話に二度と陥らな
い」と言いながらコスト検証で
安全神話にはまっている。
（経産省は、コストをかけて安
全対策をすれば、その効果とし
て「損害額」が減る計算をして
いる）

原発事故発生確率
2011年 2,000炉・年
2021年 4,000炉・年
2024年 12,000炉・年

地味な取材ノート「エネルギー基本計
画が恣意的なこと」
https://note.com/masanoatsuko/n/nb
d5e9a0a35e6#4ac12c14-5a0f-
4089-af91-0a8a4650301f より

「発電コスト検証ワーキンググループ」資料 P152〜158
（https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_
subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf ）

https://note.com/masanoatsuko/n/nbd5e9a0a35e6
https://note.com/masanoatsuko/n/nbd5e9a0a35e6
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●原発は「他電源と遜色ないコスト水準」ではなくなっているのは本当か？
大島堅一 龍谷大学教授・原子力市民委員会座⻑のプレゼンをご参考に！
https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/2025/01/250113_oshima.pdf

P33、P34(3)原子力発電」「 1総論」

●他にもたとえば
「発電コスト検証ワーキング
グループ」（2024年12月16日
経産省）で、「政策経費」コ
ストを2023年と比べて0.1円
／kWh下げているが、意味あ
るのか？
「他電源と遜色ないコスト水
準」とエネルギー基本計画案
に書くための「原発ありき」
の計算にしか見えない。
（https://www.enecho.meti.go.jp/committee/co
uncil/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_

wg/2024/data/05_05.pdf p165）

https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/2025/01/250113_oshima.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf


●「電力需要」は「増加が見込まれる」のか？

●「需要のニーズに、原子力という電源の持つ特性は合致する」というが、 「再生可能エネル
ギーを主力電源」が本気なら、データセンターや半導体工場の設置条件に再エネ+蓄電池100％
を義務付けれるべきだ。

P33、P34(3)原子力発電」「 1総論」

松久保肇氏、
明日香壽川教授資料
（地味な取材ノート
「データセンターの電
力需要の増加は本
当？ 「原発コストの
こっそり徴収制度は
やめて」
https://note.com/masanoatsu

ko/n/nea955eb08172 で
引用

https://note.com/masanoatsuko/n/nea955eb08172
https://note.com/masanoatsuko/n/nea955eb08172


P34(3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」



P34(3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

●「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓」とは、
国会事故調が指摘した「規制の虜」現象（＝規制か国゙民てばなくて、規制される側を守

るためのものに転換される現象）。それが再び起きている。教訓とは何か、国会事故調の
指摘を記載すべきだ。「弛まぬ努力」の方向性を見直すべき。

国会事故調の指摘 「規制当局が事業者の虜（とりこ）となり、規制の先送りや事業者の
自主対応を許すことで、事業者の利益を図り、同時に自らは直接的責任を回避してきた」
「規制する立場とされる立場が『逆転関係』となることによる原子力安全についての監
視・監督機能の崩壊が起きた」

現在起きているのは真逆。原子力規制委員／規制庁は、任意団体「原子力エネルギー協議
会（ATENA）」と二人三脚で原子力を規制を緩和。

1. GX（グリーントランスフォーメーション）の代表格 2023年法改正（原発の停止期
間分を最長60年とした運転期間に上乗せできることを可能にした）の言い出しっぺ。

2. 革新軽水炉の規制の仕方や審査プロセスの効率化について（「革新軽水炉の取り組みについて」

https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100004987?contents=NRA100004987-002-003#pdf=NRA100004987-002-003 ） 

（https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100004987?contents=NRA100004987-002-004#pdf=NRA100004987-002-004 ） ATENAとの意見交
換。（いつになるともわからない原発新増設のために「革新軽水炉」の基準を準備し
てほしいとATENAが要望）

https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100004987?contents=NRA100004987-002-003
https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100004987?contents=NRA100004987-002-004


P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」



●「説明会等双方向の対話に加え」「多様なステークホルダーとの丁寧な対話活動等」に
代わり、きちんと原子力政策決定プロセスでの協議を法律上に位置づけるべきだ。

●「令和６年能登半島地震での経験や教訓」も踏まえるなら、原子力規制の中に、原子力
安全（深層防護）の最後の砦である「避難計画」を審査の対象にし、地域住民との協議に
位置づける法改正を国会に提出すべきだ。

●原子力災害は、自然災害との複合災害であることが福島第一原発の教訓だ。しかも、１
Fは地震、津波、爆発の３重の災害だった。

●能登半島地震の教訓は、避難（陸路、海路、空路）も屋内退避（家屋崩壊、ライフライ
ンの途絶）もままならないことが福島第一原発とも共通の教訓だ。

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」



●「説明会等双方向の対話に加え」「多様なステークホルダーとの丁寧な対話活動等」に変
わり、原子力政策決定プロセスでの協議を法律上に位置づけるべきだ。一方で、原子力業界
団体「ATENA」がエネルギー基本計画案に３回も登場するのは異常。削除すべきだ。

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

P3９

P3４



●（続き）「説明会等双方向の対話に加え」「多様なステークホルダーとの丁寧な対話活
動等」は原子力政策決定プロセスでの協議を法律上に位置づけるべきだ。一方で、原子力
業界団体「ATENA」がエネルギー基本計画案に３回も登場するのは異常。削除すべき
だ。

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

P４０



地味な取材ノート「屋内退避は「深層防護」の何層目の議論か」https://note.com/masanoatsuko/n/n7414d09d7d38より

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

●令和６年能登半島地震での経験や教訓」も踏まえるなら、原子力規制の中に、原子力安全（深層防護）の最
後の砦である「避難計画」を審査の対象にし、地域住民との協議に位置づける法改正を国会に提出すべきだ。

https://note.com/masanoatsuko/n/n7414d09d7d38


●１F事故時には避難指示区域は30キロ圏外にまで及ん
だ。現在も帰還困難区域に含まれている。

●５〜３０キロ圏内は屋内退避という原子力災害対策
指針は教訓から何も学んでいない。

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

福島県「避難指示区域の概念図 」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/606
164.pdf

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/606164.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/606164.pdf


屋内退避も。

P36 (3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

地味な取材ノート「能登半島地震から学ぶ原発と自治と避難計画」https://note.com/masanoatsuko/n/na59aacdd2cf7 より

https://note.com/masanoatsuko/n/na59aacdd2cf7


P３９(3)原子力発電「2 今後の課題と対応 」

●「再稼働が進展している九州エリア
や関西エリアでは」「３割程度安い」
というが、実態は、主力電源化すると
している再エネが抑制されていること
とその解決策を記載すべきだ。

電気が無駄に…? 九州で再エネ捨て
る「出力制御」急増、なぜ
毎日新聞2024/5/28 
https://mainichi.jp/articles/20240
528/k00/00m/020/217000c
「 2023年度の制御電力量は前年度比
2・9倍の12億9000万キロワット時
だった。平均的な家庭30万世帯の1年
分の使用量に匹敵する電気が無駄に
なった計算だ。」

九州電力送配電「再エネ出力制御につ
いて」
https://www.kyuden.co.jp/td_renew
able-energy_purchase_control

https://mainichi.jp/articles/20240528/k00/00m/020/217000c
https://mainichi.jp/articles/20240528/k00/00m/020/217000c
https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_control
https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_control


P４１(キ)国際的な共通課題の解決への貢献 



P４１(キ)国際的な共通課題の解決への貢献 

●「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験から得られた教訓を国際社会と共有する」とい
うが、日本は、スリーマイル島（TMI)原発事故から学ぶべきことを今からでも学ぶべきだ。

TMI 2号機事故（1979年3月28日）から学ぶべきだったこと

• 1980〜1993年まで13年間、78回にわたって市民パネル開催（米国原子力規制委員会設置）

○ 12名で構成 (1)選挙で選出された人とそうてな゙い人

(2)技術者とそうでない人

(3)原発推進、中立、原発反対の立場の人

(4)一般住民と専門家

 ○一般市民のオブザーバー参加と発言もOK

• 1981年には環境影響評価の最終版発行、燃料デブリ取り出し戦略文書が公表

• 1982年に輸送先合意。1985年から1990年まで4年3ヶ月で132トンの燃料デブリ取り出し

• 1990年5月まで3年10ヶ月をかけてアイダホ州の中間貯蔵施設に輸送

• 1993年までに汚染水9千トンを蒸発処理（河川への放出禁止を求め自治体が提訴。和解で放出禁止）

参考：早稲田大学教授 松岡俊二「スリーマイル・アイランド原発 2 号機の廃炉事業と 1F 廃炉の将
来像を考える」 2022年3月「アジア太平洋研究」No.44 など



余談

●INES評価が福島第一原発（レベル７）より２段低いTMI原発事故の処理は参考にならない。

・中長期ロードマップは（2011年8月原子力委員会専門部会に原型あり）TMIを参考か？

・３期にわけて廃止措置終了まで冷温停止から30〜40年(2051年まで）

（ITMの燃料はPCV内の132トンだけ。１Fはメルトスルーして燃料デブリは880〜1000トン)

第１回東京電力(株)福島第一原子力 発電所における中⻑期措置検討専門部会 
https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/tyoki_sochi/siryo01/siryo3.pdf ）

https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/tyoki_sochi/siryo01/siryo3.pdf


• 1986年4月チョルノービリ原発４号炉事故（旧ソ連ウクライナ共和国）

• １F廃炉カンパニーの最高責任者小野明氏の３つの誤認「チェルノブイリを見て
いただくとわかるけれども、石棺方式をとったがために何十年も経ってから、当
時固めたセメントの「象の足」が、経年劣化してボロボロに崩れて、外に舞い上
がるような環境になって、慌てて巨大なドームを作った」（2024年10月31日）

誤認１ 「石棺」とは崩壊した建屋を覆う「シェルター」

誤認２ 「象の足」は、セメントで固めたものではなく、溶融した燃料が下
方向や横方向へ流れて固まった溶岩状の塊（燃料デブリ）の一部

誤認３ 「慌てて巨大なドーム」ではなく、1997年に欧州復興開発銀行
がシェルター改善計画を作り、「新安全コンファインメント」（NSC）を完
成（高さ110m、幅257m、長さ164m）。

• ４号炉には約200トンの核燃料

• 燃料デブリが大量、広範囲、硬いとわかり、取り出しの検討を中止。

• NSCの設計寿命は１００年（将来的に旧シェルターや４号炉の解体も可能）

• 福島第一原発と同じ、INES評価レベル７

2024年10月31日会見

ウクライナの原子力 ー基本情報 2023年
9月 (一社)日本原子力産業協会 情報・コ
ミュニケーション部
https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-
content/uploads/2023/09/ukraine.pdf

P４１(キ)国際的な共通課題の解決への貢献 

●「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験から得られた教訓を国際社会と共有する」という
が、チョルノービリ原発４号炉事故から学ぶべきことを今からでも学ぶべきだ。

https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2023/09/ukraine.pdf
https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2023/09/ukraine.pdf


以上、エネルギー基本計画案から
「福島第一原発事故からの教訓」という言葉を拾って

どんなパブコメを
私は出したいかを考えた結果、

・原発の新設やリプレースは認めない。

・最低でも福島第一原発の廃炉が終了するまでは
東京電力の柏崎刈羽原発再稼働はさせない（事実上の廃炉）。

・原子力規制基準（立地規制）を強化し、
・避難計画の審査を法制化し（再稼働は不可能になる）、
・運転期間原則４０年に立ち戻る必要があることも書きたい。
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